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         令和2年第6回印西市教育委員会定例会会議録 

                       日時：令和2年6月18日(木)午前10時 

                       場所：印西市役所4階 41会議室 

1．開  会 

2．開  議 

3．議事日程の報告 

 (議事日程) 

  日程第 1 会議録署名委員の指名 

  日程第 2 会期の決定 

  日程第 3 教育長報告 

  日程第 4 報告第1号 

       臨時代理の報告について（令和2年度教育費補正予算） 

  日程第 5 その他 

4．閉  議 

5．閉  会 

 

教育長及び出席委員(5名) 

          教 育 長  大  木     弘 

      1 番 教 育 長 職 務 代 理 者  大  野  忠  寄 

      2 番 委 員  寺  田  充  良 

      3 番 委 員  鈴  木  裕  枝 

      4 番 委 員  栃  尾  知  子 

 

欠席委員(なし) 

 

説明のため出席した職員(5名) 

教 育 部 長 髙  橋     清 

教 育 部 副 参 事 
(教育総務課長事務取扱) 

坂  巻  順  一 

学 務 課 長 渡  邉  義  規 

指 導 課 長 吉  野  高  明 

生 涯 学 習 課 長 鈴  木  圭  一 

 

職務のため出席した職員(3名) 

教育総務課課長補佐 平  川  幸  弘 

教 育 総 務 課 
教 務 係  主 幹 

五  代  敦  子 
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教 育 総 務 課 
総 務 係  主 査 補 

浅  野  嘉  人 

(10時00分) 

(開会の宣告) 

教 育 長 

 

（出席者の報告） 

教 育 長 

 

 

(開議の宣告) 

教 育 長 

(議事日程の報告) 

教 育 長 

 

(会議録署名委員の指名) 

教 育 長 

 

 

(会期の決定) 

教 育 長 

 

(教育長報告) 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ただいまより、令和2年第6回印西市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

 

  本定例会の出席職員につきましては、印西市教育委員会会議規則第14

条の規定により、教育部長、教育総務課長、学務課長、指導課長、生涯

学習課長、教育総務課職員です。 

 

  それでは、これより開議いたします。 

 

  本日の議事日程については、お手元にお配りしたとおりです。 

  ご了承願います。 

 

  日程第1 会議録署名委員の指名を行います。 

  本日の会議録署名委員は、会議規則第31条の規定により、4番、栃尾

委員を指名します。 

 

  日程第2 会期の決定を行います。 

  本定例会の会期は、会議規則第4条の規定により、本日1日とします。

 

  日程第3 教育長報告を行います。 

  経過報告からです。 

  5月26日に定例会があって、それ以降ということで、内容は少なくな

っています。 

  6月5日金曜日、令和2年第2回市議会定例会が市役所で開会されまし

た。会期は6月23日までの予定でございます。 

  18日木曜日、第6回教育委員会定例会が市役所で現在、行われており

ます。 

  この後、令和2年度第1回総合教育会議が市役所で開催されます。 

  また、同日、今日の午後ですが、中学校教科用図書の学習会を市役所

で行わせていただきます。 

  行事予定でございます。 

  6月24日水曜日、公益財団法人千葉県教育振興財団令和2年度定時評議

員会が四街道市であり、出席をいたします。私は、千葉県都市教育長協

議会の会長をしておりまして、その関係で評議員になっており、出席を

するということになります。 

  同日、午後になりますが、第3回市校長会議が教育センターで開催さ
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栃 尾 委 員 

教 育 長 

 

 

 

栃 尾 委 員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

 

 

 

職 務 代 理 者 

(報告第1号 ) 

職 務 代 理 者 

れます。 

  26日金曜日、令和2年度千葉県都市教育長協議会第1回・第2回合同役

員会、全体会、分科会が千葉市で開催されます。第1回・第2回合同にな

りましたが、第1回は4月に開催される予定で、その後、総会がある予定

だったのですが、新型コロナウイルス感染症拡大のため開催ができなく

て、26日に併せて行うということでございます。 

  30日火曜日、校長目標申告面接が市役所でございます。 

  7月に入りまして1日水曜日、文化ホール運営会議委員委嘱書交付式が

市役所で開催されます。 

  2日木曜日、印旛歴史民俗資料館運営委員会が印旛歴史民俗資料館で

開催されます。 

  また、同日、校長目標申告面接の2回目が市役所で開催されます。 

  また、同日夕方になりますが、学校運営研修会開講式が教育センター

で開催されます。 

  3日金曜日、図書館協議会委員任命書交付式が中央公民館で開催され

ます。 

  8日水曜日、第4回市校長会議が大森小で開催されます。 

  9日木曜日、全国都市教育長協議会第3回常任理事会が東京都で開催さ

れ、出席をする予定です。 

  10日金曜日、社会教育委員会議が市役所で開催されます。 

  14日火曜日、第7回教育委員会定例会が市役所で開催される予定でご

ざいます。 

  以上でございます。 

  何かご質問等ございましたら、お願いいたします。 

  栃尾委員。 

  7月2日木曜日の学校運営研修会というのは、どのような。 

  これは、各学校にいる、いわゆる将来リーダーとなるような方々の自

主的な勉強会ということで、校長会が主催をして毎年、年間通して数回

の研修会を開催しているものでございます。 

  以上です。 

  ありがとうございます。 

  そのほか、よろしいでしょうか。 

  なし 

  以上で報告を終わります。 

  ここからの議事進行については、教育委員会会議規則第26条の2の規

定により、大野教育長職務代理者にお願いいたします。よろしくお願い

いたします。 

  それでは、これより議事の進行を行わせていただきます。 

 

  日程第4 報告第1号 臨時代理の報告についてを議題とします。 
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教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 務 代 理 者 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

  報告第1号 臨時代理の報告について。 

  令和2年第2回印西市議会定例会に提出する令和2年度教育費補正予算

を印西市教育委員会行政組織規則第7条の2第1項の規定により、臨時代

理により処理し、市長に申し入れしたので、同条第3項の規定により報

告する。 

  令和2年6月18日提出。 

  印西市教育委員会教育長、大木弘。 

  それでは、概要についてご説明いたします。 

  次の資料をお願いいたします。 

  こちらの補正予算につきましては、令和2年6月8日に緊急に予算を確

保する必要が生じまして、教育委員会の会議において議決をすべき事項

でございますが、会議を招集するいとまがございませんでしたので、臨

時代理により処理し、市長に申し入れたものでございます。 

  次の令和2年度教育費補正予算(令和2年第2回印西市議会定例会)の1ペ

ージをお願いいたします。 

  初めに、歳入でございます。 

  21款諸収入の増により、歳入予算の総額を29万9,000円増額するもの

でございます。 

  2ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  9款教育費の2項小学校費、3項中学校費及び5項社会教育費の増によ

り、歳出予算の総額を1,798万8,000円増額するものでございます。 

  詳細につきましては、各担当課長からご説明申し上げます。 

  学務課長。 

  それでは、審議資料の1ページをご覧ください。 

  令和2年度補正予算、歳入でございます。 

  21款5項2目学習用ネットワーク回線利用者負担金といたしまして、29

万9,000円の増額補正です。 

  補正理由でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大によりまし

て、学校が再び臨時休校となった場合のオンライン学習等に必要になり

ます生活保護世帯の学習用ネットワーク回線費として補正するものでご

ざいます。 

  全ての子どもたちが学習支援を受けられるよう、Ｗｉ－Ｆｉ環境がな

い家庭に対する通信機器等の支援事業を一括契約するために、小・中学

校合わせて生活保護世帯の児童・生徒13人分に係る費用を社会福祉課か

ら学務課に振り替えていただくことを想定しての歳入でございます。 

  続けて、2ページをご覧ください。 

  歳出でございます。 
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職 務 代 理 者 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 務 代 理 者 

 

栃 尾 委 員 

 

職 務 代 理 者 

生涯学習課長 

 

職 務 代 理 者 

各 委 員 

職 務 代 理 者 

（ そ の 他 ） 

職 務 代 理 者 

  まず、上段です。 

  9款2項2目小学校ＩＣＴ環境整備事業、役務費といたしまして、622万

円の増額補正でございます。 

  補正理由でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大により、小

学校が臨時休校となった場合のオンライン学習等による学習支援を全て

の子どもたちが受けられるよう、家庭学習のためのＷｉ－Ｆｉ環境がな

い家庭に通信機器等を支援するためでございます。 

  具体的には、要保護世帯、準要保護世帯を中心に、モバイルルーター

及び通信費を支援するもので、予備も含めまして270人分計上いたしま

した。 

  次に、下段になります。 

  9款3項2目中学校ＩＣＴ環境整備事業、役務費といたしまして、380万

1,000円の増額補正でございます。 

  補正理由は、先ほどの小学校と同様でございます。 

  中学校は、予備を含めまして165人分計上いたしました。小・中合わ

せますと435人分となります。 

  以上でございます。 

  生涯学習課長。 

  それでは、生涯学習課の補正予算につきましてご説明いたします。 

  審議資料の3ページをご覧ください。 

  9款5項5目図書館運営事務に要する経費を796万7,000円増額補正する

ものでございます。 

  内訳でございますが、10節需用費、消耗品費4万7,000円、17節備品購

入費792万円を増額するものでございます。 

  補正の理由でございますが、利用者に安全・安心な書籍資料を提供す

るために、紫外線により細菌・ウイルス・カビ対策に効果がある書籍消

毒機を、市内6館の図書館に1台ずつ整備するものでございます。 

  説明は以上でございます。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  栃尾委員。 

  3ページ、書籍消毒機というのは、1回に何冊ぐらい対応できるもので

すか。 

  生涯学習課長。 

  購入予定しているものについては、6冊同時にできる機種を考えてお

ります。 

  ほかに質疑はありませんか。 

  なし 

  以上で、報告第1号を終わります。 

 

  日程第5 その他について何かありますか。 
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  指導課長。 

  前回の教育委員会定例会の際に、寺田委員から、新型コロナウイルス

関係で休校になったことで、今後授業時数は足りるのかというご質問を

いただきました。 

  こちらを教育委員会、また校長会議で調整を図りまして、今後の教育

課程の実施について、授業時数を確保、増加する手立てということで、

お示しさせていただきます。 

  まず、市内小・中学校で共通することとしまして、方向性ですけれど

も、長期休業、つまりは夏休み、それから冬休み短縮、また給食の実施

の変更、これは実施日数を可能な限り増やして、半日を予定していたと

ころを1日にするという対応をして、教育委員会として時数を確保いた

しました。 

  ただし、いろいろなことを鑑みまして、土曜の授業日は、教育委員会

としては設定しないという方針で、(2)具体的な手立てを書かせていた

だきました。こちらを説明させていただきます。 

  まず、例年ですと、県民の日、6月15日は、子どもたちは休業という

ことになっていたんですけれども、この日から給食の提供を始めて、1

日授業をスタートさせています。先週までは、各学校、分散登校してい

たんですけれども、今週の月曜日、6月15日からは給食が出て、1日の授

業をしております。 

  次に、1学期ですけれども、給食の終了、当初の計画ですと7月16日ま

ででした。これを7月いっぱい、7月31日まで給食を提供いたします。 

  また、当初、1学期の終了は、終業式は7月22日だったんですけれど

も、8月7日まで延ばします。給食終了からこの終業までの間、基本的に

は半日授業ということで、教育委員会としては伝えております。 

  ただ、学校によりまして、弁当持ちを検討するところは出てくるかと

思いますけれども、今、こちらに入っている情報ですと、この8月の上

旬に関しては、半日というところが大半だと認識しています。 

  夏季休業に関しましては、8月8日から8月23日まで。これは、前回お

示ししたとおりです。 

  2学期の始業が8月24日。当初、今年度は8月31日からの予定でした。

これが約1週間早まります。 

  給食の開始を9月1日とします。当初、小学校は9月2日から、中学校は

9月1日からの予定でしたので、小学校は1日前倒しになったという形で

す。 

  なお、この8月後半の給食が提供されない期間ですけれども、これ

も、基本的には半日授業を計画していますけれども、特に中学校を中心

に、お弁当持ちという計画を立てているところも若干あると認識してい

ます。 

  また、2学期の給食終了ですけれども、12月25日まで延ばします。当
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職 務 代 理 者 

 

 

栃 尾 委 員 

初は、中学校が12月21日まで、小学校が12月22日まででした。 

  終業は、12月25日とし、当初は12月23日までだったのを延ばします。

  3学期ですけれども、始業を1月6日からにいたします。当初は1月7日

でした。また、給食開始を1月7日に、かなり早めます。当初は1月12日

の予定でした。 

  給食終了が3月23日とします。当初、中学校は3月22日まで、小学校は

3月23日までということでした。 

  これらで増加する授業日数を右の欄に書いてあります。小学校、中学

校で若干違いはあるんですけれども、約19日授業日数を増やすことがで

きたということになります。 

  ただし、これだけでは授業時数、不足している部分をカバーしたこと

にはなり切らないので、例年の標準授業時数を必ずやりなさいと文科省

からは指示されておりませんが、授業内容については、できるだけやっ

ていくために、各学校で考えられる工夫としまして、こちらを明示して

あります。 

  下に書いてあるのは、各学校が独自にやれるものでございます。1コ

マの時間、小学校は45分、中学校は50分と規定されていたんですが、今

年度、文科省から話が出ていて、これを40分、45分に短くして、1日当

たりの授業コマ数を増加することができるとしています。 

  それに伴って、1日当たりの授業時数を増加することができます。5時

間授業の日を6時間授業にする等の工夫が可能になっています。特にこ

れらについては、よく言われている小学校6年、中学校3年生の授業内容

をしっかり終わらせるようにということが出ていますので、それらにつ

いては、特に学校で工夫が考えられると思っています。 

  また、学校行事ですけれども、これを重点化しまして、準備時間をな

るべく削減するように。要するに、運動会等について、これまで長く練

習してきたものを、できるだけ工夫しましょうということです。 

  それから、日課表の中で、帯で設定している学習活動を時数としてカ

ウントする。これは、例えば朝のドリル学習、国語15分だったりしたも

のを、それを3日やると、例えば45分とカウントできて1コマになりま

す。そういったような工夫がありますという提示にしています。 

  ですので、今回、教育委員会として指示したもの、それから学校で工

夫する余裕を持たせたものということで、これらで対応していきたいと

考えております。 

  以上でございます。 

  それでは、質疑はありませんか。 

  よろしいですか。 

  栃尾委員。 

  中学校3年生、受験を控えているお子さんたち、親御さんの不安な気

持ちというのが聞こえてくるので、そういうところも学校単位で考えて
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職 務 代 理 者 

指 導 課 長 

 

 

 

栃 尾 委 員 

職 務 代 理 者 

 

各 委 員 

職 務 代 理 者 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

教 育 長 

(閉議の宣告) 

教 育 長 

(閉会の宣告) 

教 育 長 

 

 

対応していただけるということで受け止めてよろしいですか。 

  指導課長 

  はい。まず、教育委員会としての手立てといったものを打ち出してい

ますので、それを受けて、あとは各学校で工夫してくださいということ

を、来週また校長会議ありますので、そちらで伝えていきたいと思いま

す。 

  よろしくお願いいたします。 

  ほかに質疑はありませんか。 

  よろしいですか。 

  なし 

  これで日程第5 その他を終わります。 

  それでは、私の議事進行役はこれで終了し、進行を教育長にお戻しし

ます。よろしくお願いします。 

  ありがとうございました。 

  それでは、事務局から次回の教育委員会会議の開催日等について連絡

がありますので、お願いします。 

  教育総務課長。 

  それでは、次回、7月の教育委員会定例会は、7月14日の火曜日、午後

2時からこの場所で予定しておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

  以上でございます。 

  そのほか、よろしいでしょうか。 

 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。会議を閉じます。 

 

  令和2年第6回印西市教育委員会定例会を閉会いたします。お疲れさま

でした。 

(10時21分)



－９－ 

 印西市教育委員会会議規則第31条の規定により、上記会議の顛末を録し相違ないこと

を証するためここに署名する。 

 

  令和2年6月18日 

 

         教  育  長    大  木     弘 

 

         署 名 委 員    栃  尾  知  子 


